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　人事行政の運営における透明性を高めるため、令和３年度の町職員の採用・退職・給与などの状況につ
いて、次のとおり公表します。特に記述のないものは、令和３年４月１日現在の状況です。

１　職員の任免および職員数に関する状況

（１）職員の採用の状況（令和３年度）
　令和３年度は、一般事務２名の職員を採用し
ました。

（２）再任用職員の採用の状況
　令和３年度の再任用職員は、０人でした。

（３）職員の退職の状況
　令和３年度における職員の退職の状況は下表
のとおりです。

事務職 技能労務職 全職員
定 年 退 職 １人　 ０人 １人
勧 奨 退 職 ０人 ０人 ０人
自 己 都 合 退 職 ２人 ０人 ２人
その他（死亡、免職、失職） ０人 ０人 ０人
任 期 満 了 退 職 ０人 ０人 ０人
退 職 者 計 ３人 ０人 ３人

（４）部門別職員数の状況

区　分 職員数 対前年
増減数令和２年度 令和３年度

普
通
会
計

一般
行政部門

議 会 ２人 ２人 ０人
総 務 28人 26人 ▲２人
税 務 ８人 ７人 ▲１人
民 生 ９人 11人 ２人
衛 生 11人 10人 ▲１人
労 働 ０人 ０人 ０人
農林水産 ９人 ８人 ▲１人
商 工 １人 １人 ０人
土 木 ７人 ７人 ０人
小 計 75人 72人 ▲３人

教育部門 教 育 14人 13人 ▲１人
小　　計 14人 13人 ▲１人

公営企業など
会　計

水 道 ３人 ３人 ０人
下 水 道 ３人 ５人 ２人
そ の 他 11人 12人 １人
小 計 17人 20人 ３人

合　　計 106人 105人 ▲１人

〔各年４月１日現在〕

（５）一般職の級別職員数の状況
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
６級 参事、課長および局長の職務 10人 9.6％
５級 副課長および主幹の職務 13人 12.5％
４級 主査の職務 17人 16.3％

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
３級 主任の職務 24人 23.1％
２級 主事の職務 32人 30.8％
１級 主事補の職務 ８人 7.7％��

（注）１．美里町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

２　職員の給与の状況
（１）人件費の状況（普通会計決算）

区分 住民基本台帳（年度末） 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率（Ｂ／Ａ) （参考）２年度の人件費
３年度 10,966人 5,530,222千円 591,865千円 789,217千円 14.3％ 12.2％

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。
（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 職員数Ａ 給 与 費（注）職員手当には退職手当を含みません。
一人当り給与費（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ

３年度 85人 290,621千円 48,765千円 112,944千円 452,330千円 5,322千円

区　分 大学卒 短大卒 高校卒
一般行政職 188,700円 171,700円 160,100円

（４）職員の初任給の状況

区　分 ６月期 12月期 計
期末手当 1.275月分 1.125月分 2.4月分
勤勉手当 0.95月分 0.95月分 1.9月分
計 2.225月分 2.075月分 4.3月分

（５）期末手当・勤勉手当

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 38.3歳 294,588円 337,854円

（３）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況 

（注）「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外
勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

区　分　 給料月額など
給
　
料

町　長 761,000円
副町長 632,000円
教育長 594,000円

報
　
酬

議　長 301,000円
副議長 244,000円
議　員 217,000円

期
末
手
当

町長・副町長・教育長（３年度支給割合）　4.3月分
　〈役職加算15％〉

議長・副議長・議員（３年度支給割合）　　4.3月分
　〈役職加算�15％〉

（６）特別職の報酬などの状況 

問合せ＝総合政策課　職員人事係　☎76-1114

美里町の人事行政の運営などの状況を公表します美里町の人事行政の運営などの状況を公表します

美里町商工会からのお知らせ

虹カードのポイント移行はお済みですか？虹カードのポイント移行はお済みですか？

移行期限　12月31日㈯まで

　旧カードをお持ちのかたは、虹カード加盟店にて移行をお願いします。　旧カードをお持ちのかたは、虹カード加盟店にて移行をお願いします。
　移行期限を過ぎた旧カードは無効となりますので、ご注意ください。　移行期限を過ぎた旧カードは無効となりますので、ご注意ください。

問合せ＝美里町商工会　☎76-0144

新カード

行政区別の９月の推奨歩数達成率がまとまりました。
20歳から参加できます。保健センターまでご連絡ください。
［歩きかたについてのアドバイス］
歩数は足し算で考えましょう。まとめて一気に歩く必要はありません。
生活の中で意識して歩きましょう。

問合せ＝保健センター　健康増進係　☎76-2855

行政区 ９月 前月増減 ８月
根　木 31.40％ 6.61 24.79％
関 19.75％ 3.72 16.03％

南阿那志 23.29％ ▲1.02 24.31％
北阿那志 19.59％ 3.04 16.55％
小茂田 22.10％ 3.85 18.25％
下児玉 22.01％ 4.29 17.72％
北十条 22.88％ 0.47 22.41％
南十条 25.30％ 3.61 21.69％
沼　上 28.57％ 6.08 22.49％
広　木 20.67％ 3.76 16.91％
駒　衣 19.18％ 0.66 18.52％
木　部 27.11％ 2.57 24.54％

行政区 ９月 前月増減 ８月
古　郡 24.56％ 0.00 24.56％
甘　粕 31.46％ 8.16 23.30％
中　里 22.54％ 6.60 15.94％
湯　栃 26.42％ 5.67 20.75％
野　中 22.45％ 5.10 17.35％
小　栗 11.11％ ▲2.22 13.33％
猪　俣 24.26％ 0.95 23.31％
湯　本 27.85％ 5.35 22.50％
大　仏 19.85％ 7.45 12.40％
白　石 27.78％ 4.17 23.61％
円良田 38.46％ 3.17 35.29％

推奨歩数達成率推奨歩数達成率 対象事業行政区別

推奨歩数　65歳以上　7,000歩
　　　　　65歳未満　8,000歩

テーマを持って、ウォーキングをしてみませんか？　12月のテーマは、『冬の訪れ』です。
保健センターでは、推奨歩数達成率の向上、歩くことがより楽しくなるよう、町内で発見したこと
や共有したいことなどを募集します。テーマを持つことで脳も活性化し、新たな景色が見られるか
もしれません。皆さんから寄せられた情報を保健センター内に掲示していきます。ぜひ、皆さんの声、
写真をご提供ください。今月で終了となります。

※旧カードの満点カードは、500 円分のお買い物として利用できますが、※旧カードの満点カードは、500 円分のお買い物として利用できますが、
利用期限を過ぎた旧満点カードは、ご利用できません。ご注意ください。利用期限を過ぎた旧満点カードは、ご利用できません。ご注意ください。

旧満点カード利用期限　令和５年３月31日㈮まで
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